
科　　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 担当課等

町県民税
（普通徴収）

1期 2期 3期 4期

固定資産税 1期 2期 3期 4期

国民健康保険税
（普通徴収）

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

軽自動車税 全期

介護保険料
（普通徴収）

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
健康福祉課
高齢者福祉係
（内線198）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
健康福祉課
保険医療係
（内線172）

保育料等
（副食費・延長保育料）

4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
教育委員会
子育て支援係
（内線638）

住宅使用料 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
建設水道課
都市計画係
（内線134）

上下水道料金 4月請求分 5月請求分 6月請求分 7月請求分 8月請求分 9月請求分 10月請求分 11月請求分 12月請求分 1月請求分 2月請求分 3月請求分

◎　各税目の上段が納期、下段が納期限及び口座振替日です。

    （水道料金・下水道使用料の口座振替日は請求月の25日となります。25日が休日の場合には、翌営業日に振替となります。）

　　口座振替（自動払込）納入の方は、口座振替日までに預貯金の残高をご確認ください。

◎　水道料金・下水道使用料のご請求は2ヶ月に1回となります。各地域の徴収月は下記のとおりです。

　　偶数月（岩間・高尾・上ノ原・親町・山久・石曽根・鳥居原・日曽利・美沢・グリーンリーフ飯島・グリーンハート・七久保地区）

　　奇数月（赤坂・陣馬住宅・北町・中町・南仲町・南町・豊岡・北梅戸住宅・赤坂グリーンヒル・田切地区・本郷地区）

住民税務課
税務係

（内線154）

建設水道課
水道係

（内線123）

3/252/258/25上下水道料金口座振替日 4/25 5/26 6/25 7/25 9/25 10/27 11/25 12/25 1/26

令和7年度　飯島町　町税などの納期一覧表

納期限・口座振替日
（上下水道料金除く） 4/30 6/2 6/30 7/31 9/1 9/30 10/31 12/1 12/25 2/2 3/2 3/31

町税等のお支払いは、

口座振替が便利です。

是非、ご利用ください。


